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日時 ： 令和３年１０月５日（火）１４：００ ～ １５：００ 

場 所 クリーンセンター広陵 ３階 研修室（大） 

議事内容 
・地元及び周辺大字との協定書の見直しについて 

・その他 

－開会－ 

事務局からの説明事項 

・委員２名の欠席 

・傍聴者１名の報告 

 

鍵谷会長あいさつ 

・ ３回（第２５回～第２７回）書面審査

しているが、前回（会場での開催）は

令和元年１１月であることから、今回

の開催は約２年ぶりとなる。書面で審

査になると、１回程度読んでも頭に残

らないと思うのが本音である。実際に

説明を聞いて、協定書の最終案とさせ

ていただく。 

 

 

 

 

 

 

 

町長あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ クリーンセンター広陵は来年３月に

協定期間が満了する。今日、操業に協

力いただいた、古寺区・広瀬区・中区・

百済区の地元４カ大字の皆様におか

れては厚く御礼申し上げる。コロナウ

イルス感染症蔓延で地元説明会も

中々進まなかったが、区長様と色々と

相談させていただいた中で協定書案

も、ある程度の案の整理ができた。協

定書案について、本日ごみ処理町民会

議にご審議いただいてご承認いただ

きたい。承認後、議員へ説明し了承を

得た上で、各大字の地元の説明を実施

した後に、最終的には議会議決をいた

だきたい。年内に協定書の締結をした

いと考えている。限られた時間ではあ
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 るが、忌憚のない意見をよろしくお願

いする。 

事務局による資料確認 

【議事概要】 

地元及び周辺大字との協定書の見直しについて 

発言者 回答者 

会

長 

・ 事務局から議事の説明をお

願いしたい。 

事

務

局 

○「広陵町新清掃施設操業停止後に 

おける中継施設活用等に関する協

定書（案）」について 

地元及び周辺大字と広陵町とで

現施設の一部を中継施設として

活用することに関し協定を締結

させていただくものである。 

・ 第１条（現施設の操業の終了の

確認）について 

平成１７年５月２日に地元及び

周辺大字及び広陵町と締結した

「広陵町新清掃施設設置及び操

業に関する協定書」の第３条第

１項の規定に則り、操業は令和

４年３月１８日をもって終了

し、同日後においてごみの処理

は行わないものとする。 

・ 第２条（中継施設としての活用）

について 

第１項では、当初に締結した協

定書に基づき設置された現施設

の一部をまほろば環境衛生組合

が広陵町及び安堵町の不燃ご

み、粗大ごみ及び資源ごみ（容

器包装プラスチックごみを除

く。）につき、また広陵町の一
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般家庭の持ち込みにつき、それ

ぞれ積み替えるために活用する

ものとする。 

第２項では、活用する施設は、

リサイクル施設、車庫、通路及

び駐車場を基本とし別図に示す

赤枠以外の施設及び場所とす

る。 

第３項では、活用の期間として、

天理市での山辺・県北西部広域

環境衛生組合における処理施設

操業の終了までとする。 

・ 第３条（広域組合処理施設稼働

までの間のごみの取扱い）につ

いて 

広域組合による処理施設の操業

が開始されるまでの間、広陵町

のすべてのごみの積み替えのた

めに現施設を活用するものとす

る。 

・ 第４条（安全の確保）について

第１項では、広陵町は施設の運

営に当たり管理を徹底し、安全

の確保に努めるものとする。 

第２項では、当初に締結した協

定書の第５条により設置した公

害監視委員会は、ごみ対策委員

会と名称を変更の上、継続する

ものとする。 

・ 第５条（環境整備）について 

第１項では、当初に締結した協

定書の第４条で定まった環境整

備事業のうち未了の事業につい

ては、誠意をもって履行するも

のとする。 

第２項では、第１項の環境整備
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未了事業について、地元及び周

辺大字さんにおいて、別の事業

への変更を希望する場合は、双

方協議し、合意を形成して整備

を実施するものとする。 

第３項では、第３条の規定によ

り、広域化施設の操業が開始さ

れるまでの間は広陵町の全ての

ごみの積み替えのために現施設

を活用することから、引き続き

地元及び周辺大字に令和３年度

と同額の環境整備費を支払うも

のとする。広域化施設の稼働後

については、引き続き地元及び

周辺大字と協議をするものとす

る。 

・ 第６条（施設の整理と跡地利用）

について 

第１項では、当初に締結した協

定書の第７条に定めます跡地利

用については、同協定書の第９

条第２項に定める「広陵町ごみ

処理町民会議」において引き続

き協議のうえ、町長に対し提言

するものとする。 

第２項では、広陵町は前第１項

の提言を受理した場合に、直ち

に検討に着手し、提言の受理か

ら３年を経過する日までに跡地

利用を決定するものとする。第

３項では、跡地利用については、

クリーンセンター及びクリーン

センター南側町有地を含めて協

議するものとし、不要となる施

設については、跡地利用が決定

された後、速やかに広陵町にお
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いて責任をもって撤去するもの

とする。 

・ 第７条（市町村合併があった場

合の対応）について 

広陵町は、本協定締結後におい

て市町村合併の協議を行うとき

は、この協定に定める事項の履

行を確保することを合併協議書

に明示するものとする。 

・ 第８条（ごみ処理基本計画）に

ついて 

広陵町は、「広陵町一般廃棄物

処理基本計画」に基づき、町民

に対しごみ減量及び資源化の推

進を常時啓発するものとする。 

・ 第９条（協定の見直し）につい

て 

この協定締結の日から１０年ご

とに本協定内容の見直しの要否

について検討するものとする。 

・ 第１０条（協議）について 

この協定に定める事項で疑義が

生じた場合及び変更すべき事項

が生じた場合は、地元及び周辺

大字と広陵町が協議するものと

する。 

・ 第１１条（議会の議決）につい

て 

この協定は、地方自治法第９６

条の規定に基づき広陵町議会の

議決のあった日から効力を生ず

るものとする。 

なお、立会人として、議会の議

長にお願いする予定である。 

・ 協定書見直し案を地元及び周辺

大字との説明会で報告させてい
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ただき、年内を目標に締結でき

るように進める。 

発言者 回答者 

会

長 

・ 質問について、あまり条文

の上下の質問をすると、解

らなくなるので、一条ずつ

質疑をしていく。  

（第１条について質問なし） 

  

委

員 

・ 第２条の３項での、広域組

合における処理施設の操業

の終了と書いているが、具

体的な年月は書かないの

か。 

事

務

局 

・ 天理教から借りる日が、平成２

８年の４月から６０年間天理教

から敷地を借りるとなっている

ので、具体的な日は記入してい

ない。 

委

員 

・ 具体的な日が記載されてい

ないが区長の方々はこれで

良いのか。 

  

会

長 

・ 書いてないケースもある。

最近は長い期間、借りるの

が増えてきている。プラン

トの寿命期間が長くなって

きているので、６０年間は

この土地を使えるというこ

とになる。 

事

務

局 

・ 会長の仰るとおり、天理広域の

運営の期間は２５年である。借

地としては６０年間の契約であ

る。運営期間の２５年後は、再

度、契約するかは協議される。 

  
町

長 

・ 天理市での施設の建設で、１回

目の入札を行ったときに成立し

なかった、そのおかげで１年半

工事が遅れたので、そういった

事態もあるので契約は６０年間

の運営は２５年間となってい

る。その間で、社会状勢が変わ

るので運営は２５年刻みで契約

を行うので、明確にいつまでと

記入していない。 
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委

員 

・ 第３条について、広域組合

の処理施設の操業が開始さ

れるまでの間の期間は記載

ないが。 

事

務

局 

・ 令和７年５月稼働と聞いてい

る。先ほどの分と同じで遅れる

場合があるので、明確にいつま

でと記入はしていない。 

委

員 

・ 第４条について、公害監視

委員会をごみ対策委員会に

名称を変更されているが、

これは町の方からのアクシ

ョンからの案か、公害監視

委員会からの案かどちら

か。 

 

事

務

局 

・ 地元区長さんが（協定書の見直

し協議に）寄っていただいた時

に、公害監視委員会は公害を監

視する立場であるが、公害を監

視しているのに公害が出てしま

うと、何を監視しているんだと、

言われている。今後は操業をし

ないので、公害は出ないことか

らごみ対策委員会と提案したと

お聞きした。 

委

員 

・ 私の思いは、行政と地元は

目線は同じで上下はないと

思っている。出来たらごみ

と言う言葉よりも施設のま

ちづくりと言う事で、まち

づくり検討委員会や環境ま

ちづくり委員会で、考えて

いただいたらどうか。 

  

会

長 

・ まちづくりと言うのも１つ

の案であるが、あまりにも

大きくなりすぎて手を離れ

てしまうかもしれない。確

かにまちづくり検討委員会

として中に、ごみ対策とか

環境美化対策とかが入る

が、どうか。 

事

務

局 

・ まちづくりは町での担当は企画

政策課でやっており、総合的な

まちづくりをしている。また環

境であれば環境対策課で不法投

棄とかの審議する委員会があ

る。こういう施設であるのでご

み対策委員会がいいのかなと提

案させていただいた。 

会

長 

・ 次回の今月末の公害監視委

員会でも、この話は出るの

か。 

事

務

局 

・ 公害監視委員会で提案させてい

ただく。 

会

長 

・ ごみ処理町民会議で、この

意見が出たと紹介をお願い

したい。 
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委

員 

・ ８月に地元区長と町長と協

議している中で議論をし

た。会長が仰るとおり、環

境委員会とかの名称であま

り広げてしまうとピントが

ずれて話がまとまらなくな

るので、部長が言われたご

み対策委員会で提案した。

地元から公害監視委員会で

監視しているのに、公害が

出たると言われているので

名称変更をお願いした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委

員 

・ 第５条について、環境整備

事業の未了の事業について

と書かれているが、未了事

業は具体的に記入は必要な

いのか。 

事

務

局 

・ 各大字の要望があり、環境整備

も各大字で違うので、各大字で

町担当者と毎年協議検討をして

いる。出来ることから消してい

っているという状況である。ま

た、ここに記入するとかなりの

項目になるので記載していな

い。 

委

員 

・ 地元としては、町担当者と

確認をして把握している。 
  

委

員 

・ 第６条について、ごみ処理

町民会議が跡地利用につい

てと出ているが、協議はし

てない、提言を出してから

３年を経過する日までと記

載があるが、２年も３年も

かかれば先が見えない中で

期限を区切っていただきた

い。 

事

務

局 

・ 提言書であるが、町民会議が町

長に提出するまでには、それほ

ど期限はかからないと思う、平

行して提言書を作っていき町長

に提出する予定である。提出し

てから３年を経過するまでに跡

地利用を決定するという形であ

るので、委員が言われた、提言

書を作るのに長い日が掛かれば

いくらでもずれるのではとの意

見と思うが、提言書は町長に迅

速に提出する予定である。  
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委

員 

・ 提言書は、もう決まってい

るような言い方に聞こえ

る。それは私達がこれから

審議するので、１、２回の

審議で、はいそれで終了と

は違うと思う。 事

務

局 

・ 後ほど説明させていただく予定

であったが、町民会議での協議

は、残りは跡地利用についてと

なっている、その中で事務局の

提案であるが、町民会議での跡

地利用の議論は一旦終わり、別

に跡地利用検討会を立ち上げ

て、その中で検討していくと、

提言書のなかではこうすると決

められないと思うので、別に跡

地利用検討会を立ち上げてそこ

で検討していこうと考えてい

る。 

会

長 

・ 提言書は作成するが、具体

的に跡地を利用する計画の

中でも色々な手続きがあ

る。 

  

副

会

長 

・ 少し確認するが、ごみ処理

町民会議は協定書に記載の

協議をしていき結論をして

いく場である。跡地利用の

検討委員会を別に作ると言

われたが、そこをしっかり

決めて最終はごみ処理町民

会議を打ち切っていくのを

具体的に決めていく必要が

ある。平成１７年の協定・

中継施設の協定や宿題に残

っている未了事業の事をき

っちり決めていき、誤解の

ないようにしなければなら

ないと思う。事務局はきち

んと区別をお願いする。 

事

務

局 

・ 事務局の思いは、最終に町長に

提言書を提出するので、町民会

議では一旦終わりかなと思う。

しかし、その中に跡地利用につ

いては別途、跡地利用検討会を

設けて担当部署があるので、そ

こで協議をしてと考えておりま

す。但し、これについては町民

会議の委員様にお諮りして協議

していただく考えである。 

会

長 

・ 跡地利用検討会は基本的な

計画や具体的な計画みたい

なものを作るのか。 

事

務

局 

・ 事務局のなかでは、跡地利用検

討会については、当然、地元区

長様、公募委員のなかで賛同し
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ていただいた委員、町会議員の

皆様にも入っていただくという

形になっていくと考えている。

今後町民会議の中でお諮りして

いきたいと思っている。 

委

員 

・ 記憶違いかもしれないが、

確か跡地は教育文化施設・

福祉施設等が書いてあった

と思うが、そういうものを

町民会議で具体的にどうの

こうの言う前に、それを作

りなさいと、提言まで持っ

ていかねばならないと思

う。そこをきちっとしなけ

ればならない。事務局の意

見を聞くと跡地利用検討委

員会で持って行き議論をし

て決めて決定すると。最初

に言いましたが、 期日を決

めて何時までに出しなさい

と決めないと、そのうち熱

が冷めてきてなんとかなる

との思いが出ている。少し

不信感がある。こういう事

は、さっさと時間をかけな

いですべき。 

町

長 

・ 跡地利用は４カ大字の地元の皆

さんとの思いで跡地利用の表現

を最初の協定書となっている。

クリーンセンターをどのように

作っていくのかとの話からスタ

ートして、ただ処理はできない

ので、跡地を活用して１５年限

りで撤去してその後に地元にと

って、歓迎される施設を作って

ほしいという願いがある。そう

いった中でごみ処理町民会議で

はこの跡地利用について提言書

をまとめてもらう作業は最後ま

でやってもらいたいと思う。地

元４カ大字の意向をしっかり踏

まえてもらって決めてもらいた

いと思う。提言が出されたら、

ごみ処理町民会議における協議

は、ごみ処理施設は完了し跡地

利用は提言をいただいたら役目

は終わりとなるので、その提言

を受けた町側がその跡地利用を

どう進めていくかと言うのは３

年以内でまとめよとなっている

ので、部長が言ってるのは３年

までの間にどういう組織でまと

めていくかという事になってい

くと思う。そういう２段階を考

えていただきたいと思ってい

る。町民会議では跡地利用と提

言書を最後までよろしくお願い
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したい。 

会

長 

（第７条、第８条について質問

なし） 

・ 第９条について、前の協定

書の見直し期間はいつにな

っていたか。 

事

務

局 

・ 前の協定書は１５年ごとに見直

しになっていたが、今回は長す

ぎるとの意見をいただいたの

で、１０年ごとに見直しの要否

を検討するとなっている。 

会

長 

（第１０条について質問なし） 

・ 第１１条について、議会の

議決は提言書のことを指し

ているのか。 

事

務

局 

・ 提言書とは別に協定書を締結し

てから、この内容で議会に上程

して可決をもらう形になる。 

 

会

長 

・ 何か質問はありますか。（な

し） 

・ 現状、他に質問はないよう

であるが、後々質問したい

ことがあれば、事務局にお

声がけいただきたい。 

それでは、町民会議ではこの

内容で協定書は承認された

ので結論とさせていただく。 

  

※その他について 

  

事

務

局 

・ 町長の挨拶の中でもあったが、

今後の予定についてご報告させ

ていただく。町民会議にも５名

の議員さんに参加いただいてい

るが、まずは１０月２５日に開

催される議員懇談会で全議員さ

んに対して、協定書の見直し案

を説明させていただく。次に地

元及び周辺大字の区民説明会を

させていただき、年内を目標に

それぞれ協定書見直しの締結を

させていただきたいと考えてい

る。日程であるが、区長さんと

協議させていただいた結果、古
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寺区さんは令和３年１０月３０

日・中区さんは１１月６日・広

瀬区さんは１１月１３日・百済

区さんは１１月２０日である。

最終的に、この協定書の第１１

条で議会の議決を得ることと規

定しているので、全ての大字さ

んと協定書の締結が終われば、

議会に議案として上程させてい

ただきご可決いただけるよう取

り組んでまいりたいと考えてい

る。また、今後の町民会議であ

るが、町民会議から最終提言書

として町長に提出することとな

っているので、作成した後、委

員のみなさんに確認いただきた

いと考えている。 

副

会

長 

・ コロナウイルス感染症対策

のため、１時間という短い

時間での審議であったがや

むをえないと思う。この協

定が締結できるように町民

会議で審議し決定したと思

う。ただし、平成１７年協

定書については不履行の事

業が残っているので、完了

できるようにしていただき

たい。当時の協定書の中で

の出来ない事業については

見直しをして地元の中か

ら、違う事業に変更してほ

しいとか聞いているので、

その事も踏まえて十分協議

をしていただいて、まずは

平成１７年協定をきっちり

履行していくのが一点だと
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思う。そして、協力してい

ただいた地元に環境整備費

を令和３年度と同額を支払

うと記載しているので、町

長にはしっかり守っていっ

ていただきたい。 

会

長 

・ それでは、これでごみ処理

町民会議を終了させていた

だく。 

  

－開会－ 

 


